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第６回 栗原地域合併協議会

日 時 平成１５年１０月３０日（木）

午後２時００分

場 所 鶯沢町振興センター

会 議 次 第

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 会議録署名委員の指名

４ 議 案
議案第 ３ 号 平成１５年度栗原地域合併協議会補正予算（第１号）について

５ 協議事項

協議第１６号 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて

協議第１７号 消防団の取扱いについて

協議第１８号 町村立学校（園）の通学区域の取扱いについて

協議第１９号 消防防災関係事業について
協議第２０号 建設関係事業について

協議第２１号 新市建設計画(第１章 序論 第２章 新市の概況)について

６ 提案事項

協議第２２号 上水道事業について

協議第２３号 下水道事業について

７ そ の 他

８ 閉 会



議案第３号 

 

平成１５年度栗原地域合併協議会補正予算（第１号）について 

 

 

平成１５年度栗原地域合併協議会補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ５２，５８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の例により債務を負担する

ことができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

平成１５年１０月３０日提出 

 

栗原地域合併協議会 

会長 菅 原 郁 夫 

 

平成  年  月  日決定 



歳　　　入 （単位：千円）

項 補正前の額 補　正　額 計

１ 負 担 金 50,000 0 50,000

１ 負 担 金 50,000 0 50,000

２ 県 支 出 金 1,000 0 1,000

１ 県 補 助 金 1,000 0 1,000

４ 諸 収 入 1,500 80 1,580

１ 諸 収 入 1,500 80 1,580

52,500 80 52,580

歳　　　出 （単位：千円）

項 補正前の額 補　正　額 計

１ 運 営 費 22,309 3,286 25,595

１ 会 議 費 7,860 3,286 11,146

２ 事 務 費 14,449 0 14,449

２ 事 業 費 29,691 △ 3,286 26,405

１ 事 業 費 29,691 △ 3,286 26,405

３ 予 備 費 500 80 580

１ 予 備 費 500 80 580

52,500 80 52,580歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

第　１　表　　　歳　 入　 歳　 出　 予　 算　 補　 正

款

款

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計



第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 
 

（単位：千円） 

 
事       項 

 

 
期       間 

 
限  度  額 

 
例 規 統 合 整 備 支 援 業 務 

 

 
平成１５年度から平成１６年度まで 

 
               ２ 

 



１．総　　括

　　歳　　入　

４ 諸 収 入

　　歳　　出

国県支出金 その他

１ 運 営 費 22,309 25,595 3,286

２ 事 業 費 29,691 26,405 △ 3,286

３ 予 備 費 500 580 80

52,500 52,580 80

3,286

△ 3,286

歳　　出　　合　　計 80

80

（単位：千円）

款 補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　　定　　財　　源
一般財源

補正前の額

1,500 80 1,580

歳　　入　　合　　計 52,500 80 52,580

平成15年度栗原地域合併協議会歳入歳出補正予算事項別明細書（補正第１号）

（単位：千円）

款 補正前の額 補　　正　　額 計



２．歳　　入

　４款　　諸　　 収　　 入

　　１項　　諸　　 収　　 入

1 1,500 80 1,580

1,500 80 1,580

３．歳　　出

　１款　　運　　 営　　 費

　　１項　　会　　 議　　 費

国県支出金 その他

1 会 議 費 7,860 3,286 11,146 3,286 9 旅 費 2,881  普通旅費 2,881

13 委 託 料 405  小委員会議事録作成委託料 405

7,860 3,286 11,146 3,286 3,286

（単位：千円）

（単位：千円）

計

目

計

補正前の額

諸 収 入

80

説　　　　　　　　　　　　明
節

金　　　　額

80

区　　　　分

 １ 雑　　 　　　　 入  栗原地域合併推進協議会剰余金追加

目 計補正額補正前の額

特　　定　　財　　源補正額 計
金額

説　　　　　　　　　　明

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源

節

区分



　２款　　事　　 業　　 費

　　１項　　事　　 業　　 費

国県支出金 その他

1 事 業 費 29,691 △ 3,286 26,405 △ 3,286 13 委 託 料 △ 3,286  補正減 △ 3,286

29,691 △ 3,286 26,405 △ 3,286 △ 3,286

　３款　　予　　 備　　 費

　　１項　　予　　 備　　 費

国県支出金 その他

1 予 備 費 500 80 580 80  補正増

500 80 580 80

（単位：千円）

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　明
一般財源 金額

特　　定　　財　　源

節

区分
補正前の額 補正額

計

補　正　額　の　財　源　内　訳

計目

説　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源
一般財源 区分 金額

計

計

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

目 補正前の額 補正額



協議第２２号 
 

上水道事業について 
 
 上水道事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月３０日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

上水道事業について 
 
１ 上水道事業計画については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。 
２ 簡易水道事業計画については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。 

 ３ 水道使用料及びメーター使用料については、当分の間現行のとおりとし、

新市において調整する。 
 ４ 水道加入金については、次の表のとおり合併時までに調整する。 

メーターの口径 13mm 20mm 25mm 30mm 

加入金の額 25,000 円 50,000 円 80,000 円     120,000 円  

メーターの口径 40mm 50mm 75mm 100mm～ 

加入金の額 220,000 円 800,000 円 1,500,000 円 市長が別に定める 

 ５ 手数料については、栗駒町の例により合併時までに調整する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成  年  月  日確認 



関　係　項　目

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 計

平成11年 3月30日 平成11年 3月30日 平成 8年10月 7日 昭和60年 4月 1日 平成12年 4月 1日

築館町
志波姫町、若柳町の一部

若柳町
石越町の一部

栗駒町 瀬峰町
志波姫町
築館町の一部

５区域

15,722人 14,634人 14,201人 5,583人 7,578人 57,718人

14,235人 14,418人 10,761人 5,312人 7,350人 52,076人

5,363件 4,674件 3,357件 1,624件 2,018件 17,036件

90.5% 98.5% 92.9% (75.8%) 95.1% 97.0% 94.4%(90.2%)

7,700㎥／日 7,200㎥／日 6,000㎥／日 1,870㎥／日 1,860㎥／日 24,630㎥／日

1,925,328㎥ 1,870,297㎥ 1,130,806㎥ 405,177㎥ 514,433㎥ 5,846,041㎥

6,432㎥／日 6,414㎥／日 4,080㎥／日 1,938㎥／日 1,767㎥／日 20,631㎥／日

5,274㎥／日 5,124㎥／日 3,098㎥／日 1,483㎥／日 1,409㎥／日 16,388㎥／日

文字　平成 7年 7月31日
山口　昭和59年10月30日
栗駒　平成 2年 2月15日
耕英　平成 9年 3月31日

昭和62年12月28日

真坂　平成11年　2月22日
新川口平成 8年 3月25日
大川口平成 7年 3月29日
玉沢　平成10年10月19日

平成11年 3月30日
沢辺　平成11年 3月30日
北部　平成 8年 3月22日
赤児　平成15年 6月27日

越戸･滝ノ沢 昭和42年 7月 4日
大笹･荒谷　昭和54年 4月 1日
花山沢　　 平成 9年 5月 1日
温湯　　　 昭和41年10月12日
山内　　　 昭和44年 4月26日

（簡易水道）
　　　文字地区簡易水道
　　　山口地区簡易水道
　　　栗駒地区簡易水道

　高清水町簡易水道
（簡易水道）
　　真坂地区簡易水道
　　新川口地区簡易水道
　　大川口地区簡易水道
　　王沢地区簡易水道

　鶯沢町簡易水道
（簡易水道）
　　　沢辺簡易水道
　　　北部簡易水道
　　　赤児簡易水道

（簡易水道）
　越戸・滝ノ沢簡易水道
　大笹・荒谷簡易水道
　花山沢簡易水道
　温湯簡易水道
　山内簡易水道

（簡易水道）
　　１７区域

（小規模水道）
　権現堂飲料水供給施設
　金沢飲料水供給施設
　浅布・小川原飲料水供給施設
　沼沢簡易給水施設

（小規模水道）
　　4区域

（専用水道）
　小豆畑専用水道

（専用水道）
　　1区域

14,201人 4,510人 9,582人 3,235人 8,426人 1,644人 41,598人

2,428人 4,238人 7,988人 3,139人 6,966人 1,515人 26,274人

645件 1,170件 2,287件 1,075件 2,064件 494件 7,735件

92.9% (17.1%) 94.1% 83.3% 97.0% 82.7% 92.1% 89.%(63.2%)

1,350㎥／日 1,250㎥／日 4,191㎥／日 1,450㎥／日 3,129㎥／日 924㎥／日 12,294㎥／日

113,085㎥ 400,333㎥ 647,050㎥ 262,349㎥ 741,919㎥ 152,436㎥ 2,317,172㎥

915㎥／日 1,422㎥／日 2,294㎥／日 1,050㎥／日 2,959㎥／日 648㎥／日 9,288㎥／日

310㎥／日 1,097㎥／日 1,773㎥／日 719㎥／日 2,032㎥／日 417㎥／日 6,348㎥／日

協　　議　　項　　目

１　上水道事業概要

 認可年月日

 一日最大給水量

 行政区域内人口

 給水件数

 普及率（対行政人口）

 施設能力

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-1

 年間給水量

 一日平均給水量

 給水区域

 給水人口

上水道なし 上水道なし 上水道なし

栗原地域合併協議会の調整内容

調整方針・内容

 １　上水道事業計画については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。

 ２　簡易水道事業計画については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。

協　定　項　目 上水道事業

 ３　水道使用料及びメーター使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。

 ４　水道加入金については、次の表のとおり合併時までに調整する。

 ５　手数料については、栗駒町の例により合併時までに調整する

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

 施設能力

 年間給水量

 普及率（対行政人口）

 給水件数

 給水人口

 行政区域内人口

２　簡易水道事業概要

簡易水道なし 簡易水道なし

 一日最大給水量

 一日平均給水量

 認可年月日

上水道なし 上水道なし

簡易水道なし 簡易水道なし



３　水道使用料

　上水道 超過料金 超過料金

1㎥につき 1～10㎥ 11～20㎥ 21～50㎥ 51～100㎥ 101～5000㎥ 5001～10000㎥ 10001㎥～ 1～10㎥ 11～20㎥ 21㎥～ 11～20㎥ 21～50㎥ 51㎥～ 1㎥につき

家事用 10㎥まで 1,960 175 1,550 80 180 220 10㎥まで 2,200 260

家事用以外 3,500 110 230 270

営業用 10㎥まで 2,500 210 10㎥まで 2,500 300

団体用 10㎥まで 3,720 210 10㎥まで 2,500 260

工業用 50㎥まで 4,420 210

公共用 20㎥まで 2,500 260

プール用 50０㎥まで
年
 89,000 160

家事用共同栓 15㎥まで 3,500 260

臨時用 310 300

口径13mm 1,200 10㎥まで 2,650

口径20mm 2,300 10㎥まで 3,850

口径25mm 3,350 10㎥まで 6,740

口径30mm 5,500 10㎥まで 9,360

口径40mm 9,600 10㎥まで 17,060

口径50mm 16,200 10㎥まで 28,640

口径75mm 36,300 50㎥まで 88,080 － －

口径100mm～ 66,000

口径200mm～ 110,000

家事用共同栓 1,680
基本料金
に含む 190 210 260

プール用 口径別単価

臨時用 1㎥につき

  簡易水道 超過料金 超過料金 超過料金 超過料金 超過料金

1～10㎥ 11～20㎥ 21㎥～ 1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき

家事用 1,508 79 174 181 月10㎥まで 2,800 260 月10㎥まで 2,370 215 月10㎥まで 1,480 185 月８㎥まで 1,400 240 月15㎥まで 1,600 160

家事用以外 3,012 92 186 212 月10㎥まで 2,420 265

営業用 月15㎥まで 4,700 360 月10㎥まで 2,585 295

団体用 月20㎥まで 5,800 300 月15㎥まで 3,885 295

工業用 月30㎥まで 10,600 450

公共施設用 月15㎥まで 3,885 295 月15㎥まで 1,600 160

プール用 月100㎥まで 27,000 300

臨時用 600 585 400 300

料金改定年月日 H9.4.1 H6.4.1

基本料金
水量料金（１㎥につき）

基本料金

月８㎥まで

基本料金

月15㎥まで 1,600

栗駒町

H9.4.1

鶯沢町

基本料金

H10.5.1 H13.4.1

基本料金

基本料金

1㎥につき

金成町

1601,900 310

花山村

基本料金

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

志波姫町協　　議　　項　　目 若柳町 栗駒町 瀬峰町築館町

基本料金基本料金

1㎥につき

基本料金
水量料金（１ｍ3につき） 超過料金

協　　議　　項　　目 高清水町

210 300

水量料金（１㎥につき）

一迫町

料金改定年月日 H14.4.1

1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき 1㎥につき

用
途
別

H9.4.1

H3.4.1

570

210 260 300 230

（消費税率のみ）

1㎥につき

H10.5.1 H13.4.1

H9.5.1

450

250 300
340

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-2

用
途
別

260

300

（実質改定）

口
径
別

基本料金

H12.10.1

120

180

190 260



築館町 若柳町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村 備考

　メーター使用料

上水道 上水道 上水道 簡易水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道

口径別 月

口径13mm 月 80 基本料金に含む 80 80 50 108 なし 110 80 80 なし

口径20mm 月 160 160 160 100 185 200 120 150

口径25mm 月 170 170 170 200 205 220 140 160

口径30mm 月 270 280 280 500 340 370 200 250

口径40mm 月 310 700 390 440 240 320

口径50mm 月 2,700 1,500 1,020 550 1,100

口径75mm 月 3,020 2,400 1,600 1,650

口径100mm～ 月 3,500 2,000

口径125mm～ 月

口径150mm～ 月

協　　議　　項　　目

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-3

栗駒町



水道使用料 使用水量別 比較表

　

基本料金
メーター
使用料

使用料計 消費税 合計
改め使用料

合計
基本料金

メーター
使用料

使用料計 消費税 合計
改め使用料

合計

円 単価 ｍ3 ＝ 円 円 円 円 円 円 単価 × ｍ3 ＝ 円 円 円 円 円

鶯沢町 簡易水道 1480 110 1,590 79 1,669 1,669 1 1 花山村 簡易水道 1,600 0 0 1,600 80 1,680 1,680 1 1 　１円単位

花山村 簡易水道 1,600 0 1,600 80 1,680 1,680 2 2 鶯沢町 簡易水道 1,480 0 200 1,680 84 1,764 1,764 2 2 １０円単位

金成町 簡易水道 1,400 240 × 2 ＝ 480 80 1,960 98 2,058 2,050 3 3 金成町 簡易水道 1,400 240 × 2 ＝ 480 120 2,000 100 2,100 2,100 3 3 １０円単位

築館町 上水道 1,960 80 2,040 102 2,142 2,142 ① 4 築館町 上水道 1,960 0 160 2,120 106 2,226 2,226 ① 4 　１円単位

志波姫町 上水道 2,200 80 2,280 114 2,394 2,394 ② 5 志波姫町 上水道 2,200 0 150 2,350 117 2,467 2,467 ② 5 　１円単位

栗駒町 簡易水道 1,508 79 × 10 ＝ 790 80 2,378 118 2,496 2,496 4 6 栗駒町 簡易水道 1,508 79 × 10 ＝ 790 160 2,458 122 2,580 2,580 4 6 　１円単位

若柳町 上水道 1,200 120 × 10 ＝ 1,200 0 2,400 120 2,520 2,520 ③ 7 栗駒町 上水道 1,550 80 × 10 ＝ 800 160 2,510 125 2,635 2,635 ③ 7 　１円単位

栗駒町 上水道 1,550 80 × 10 ＝ 800 80 2,430 121 2,551 2,551 ④ 8 一迫町 簡易水道 2,370 0 185 2,555 127 2,682 2,682 5 8 　１円単位

一迫町 簡易水道 2,370 108 2,478 123 2,601 2,601 5 9 高清水町 簡易水道 2,800 0 100 2,900 145 3,045 3,040 6 9 　１円単位

瀬峰町 上水道 2,650 0 2,650 132 2,782 2,780 ⑤ 10 若柳町 上水道 2,300 120 × 10 ＝ 1,200 0 3,500 175 3,675 3,675 ④ 10 １０円単位

高清水町 簡易水道 2,800 50 2,850 142 2,992 2,990 6 11 瀬峰町 上水道 3,850 × ＝ 0 0 3,850 192 4,042 4,040 ⑤ 11 １０円単位

花山村 簡易水道 1,600 160 × 5 ＝ 800 0 2,400 120 2,520 2,520 1 1 花山村 簡易水道 1,600 160 × 5 ＝ 800 0 2,400 120 2,520 2,520 1 1

鶯沢町 簡易水道 1,480 185 × 10 ＝ 1,850 110 3,440 172 3,612 3,612 2 2 鶯沢町 簡易水道 1,480 185 × 10 ＝ 1,850 200 3,530 176 3,706 3,706 2 2

築館町 上水道 1,960 175 × 10 ＝ 1,750 80 3,790 189 3,979 3,979 ① 3 築館町 上水道 1,960 175 × 10 ＝ 1,750 160 3,870 193 4,063 4,063 ① 3

79 × 10 ＝ 790 79 × 10 ＝ 790 160

174 × 10 ＝ 1,740 174 × 10 ＝ 1,740

80 × 10 ＝ 800 80 × 10 ＝ 800 160

180 × 10 ＝ 1,800 180 × 10 ＝ 1,800

120 × 10 ＝ 1,200 0 金成町 簡易水道 1,400 240 × 12 ＝ 2,880 120 4,400 220 4,620 4,620 4 6

190 × 10 ＝ 1,900 一迫町 簡易水道 2,370 215 × 10 ＝ 2,150 185 4,705 235 4,940 4,940 5 7

金成町 簡易水道 1,400 240 × 12 ＝ 2,880 80 4,360 218 4,578 4,570 4 7 志波姫町 上水道 2,200 260 × 10 ＝ 2,600 150 4,950 247 5,197 5,197 ③ 8

一迫町 簡易水道 2,370 215 × 10 ＝ 2,150 108 4,628 231 4,859 4,859 5 8 120 × 10 ＝ 1,200

志波姫町 上水道 2,200 260 × 10 ＝ 2,600 80 4,880 244 5,124 5,124 ④ 9 190 × 10 ＝ 1,900

瀬峰町 上水道 2,650 250 × 10 ＝ 2,500 0 5,150 257 5,407 5,400 ⑤ 10 高清水町 簡易水道 2,800 260 × 10 ＝ 2,600 100 5,500 275 5,775 5,770 6 10

高清水町 簡易水道 2,800 260 × 10 ＝ 2,600 50 5,450 272 5,722 5,720 6 11 瀬峰町 上水道 3,850 250 × 10 ＝ 2,500 0 6,350 317 6,667 6,660 ⑤ 11

花山村 簡易水道 1,600 160 × 15 ＝ 2,400 0 4,000 200 4,200 4,200 1 1 花山村 簡易水道 1,600 160 × 15 ＝ 2,400 0 4,000 200 4,200 4,200 1 1

鶯沢町 簡易水道 1,480 185 × 20 ＝ 3,700 110 5,290 264 5,554 5,554 2 2 鶯沢町 簡易水道 1,480 185 × 20 ＝ 3,700 200 5,380 269 5,649 5,649 2 2

築館町 上水道 1,960 175 × 20 ＝ 3,500 80 5,540 277 5,817 5,817 ① 3 築館町 上水道 1,960 175 × 20 ＝ 3,500 160 5,620 281 5,901 5,901 ① 3

79 × 10 ＝ 790 79 × 10 ＝ 790

174 × 10 ＝ 1,740 174 × 10 ＝ 1,740

181 × 10 ＝ 1,810 181 × 10 ＝ 1,810

120 × 10 ＝ 1,200 80 × 10 ＝ 800

190 × 10 ＝ 1,900 180 × 10 ＝ 1,800

210 × 10 ＝ 2,100 220 × 10 ＝ 2,200

80 × 10 ＝ 800 金成町 簡易水道 1,400 240 × 22 ＝ 5,280 120 6,800 340 7,140 7,140 4 6

180 × 10 ＝ 1,800 一迫町 簡易水道 2,370 215 × 20 ＝ 4,300 185 6,855 342 7,197 7,197 5 7

220 × 10 ＝ 2,200 120 × 10 ＝ 1,200

金成町 簡易水道 1,400 240 × 22 ＝ 5,280 80 6,760 338 7,098 7,090 4 7 190 × 10 ＝ 1,900

一迫町 簡易水道 2,370 215 × 20 ＝ 4,300 108 6,778 338 7,116 7,116 5 8 210 × 10 ＝ 2,100

志波姫町 上水道 2,200 260 × 20 ＝ 5,200 80 7,480 374 7,854 7,854 ④ 9 志波姫町 上水道 2,200 260 × 20 ＝ 5,200 150 7,550 377 7,927 7,927 ④ 9

高清水町 簡易水道 2,800 260 × 20 ＝ 5,200 50 8,050 402 8,452 8,450 6 10 高清水町 簡易水道 2,800 260 × 20 ＝ 5,200 100 8,100 405 8,505 8,500 6 10

250 × 10 ＝ 2,500 250 × 10 ＝ 2,500

300 × 10 ＝ 3,000 300 × 10 ＝ 3,000

２０㎥

３０㎥

料金順 使用水量

家事用口径　　　２０ｍｍの場合

１０㎥

上水、簡水
別料金順

料金順町名 区分

3 4

4,310 215

4,198 209 4,407 4,407

4,525 4,525

3 4

5,670 ④ 9

② 5

0 5,400 270 5,670

6,008 300 6,308 6,308

8

56,510 325 6,835 6,835 ②

375 7,875 7,875 ③上水道 2,300 0 7,500

160

栗駒町 簡易水道 1,508 160

栗駒町

若柳町

上水道 1,5505

80 6,430 321 6,751 6,751 ③ 6

320 6,720 6,720 ②

11

80 5,928 296 6,224 6,224 3 4

0 6,400

467 9,817 9,810 ⑤上水道 3,850 0 9,3508,550 ⑤ 11 瀬峰町0 8,150 407 8,557

上水道 1,550

瀬峰町 上水道 2,650

4,515 4,515 ③ 6

2,300

80 4,230 211 4,441 4,441 ② 5

4,300 215

栗駒町 簡易水道 1,508 80 4,118 205 4,323 4,323 3

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-4
参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

超過料金 超過料金
町名 区分

家事用口径　　　１３ｍｍの場合

使用水量
上水、簡水
別料金順

備　　考

１０㎥

２０㎥

３０㎥

若柳町 上水道

若柳町 上水道 1,200

栗駒町

1,200

4

栗駒町 上水道 1,550

栗駒町 簡易水道 1,508

栗駒町 簡易水道 1,508

栗駒町 上水道 1,550

若柳町 上水道



築館町 若柳町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

４　水道加入金

上水道 上水道 上水道 簡易水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道

口径別

口径13mm 50,000 80,000 25,000 27,000 40,000 56,800 40,000 なし 40,000 90,000 40,000 25,000

口径20mm 100,000 100,000 50,000 54,000 80,000 70,500 80,000 60,000 90,000 60,000 50,000

口径25mm 200,000 180,000 80,000 90,000 200,000 84,200 200,000 80,000 150,000 80,000 80,000

口径30mm 300,000 260,000 120,000 125,000 300,000 141,000 300,000 120,000 200,000 120,000 120,000

口径40mm 600,000 500,000 220,000 245,000 600,000 184,100 600,000 240,000 430,000 240,000 220,000

口径50mm 1,000,000 820,000 500,000 544,000 900,000 325,000 1,000,000 500,000 650,000 500,000 800,000

口径75mm 2,000,000 2,100,000 1,000,000 1,090,000 465,800 2,800,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000

口径100mm～ 4,000,000 4,000,000 2,000,000 2,180,000 2,000,000

口径125mm～ 町長が別に定める

口径150mm～ 町長が別に定める

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

調整の具体的内容栗駒町

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-5

調　整　金　額

市長が別に定める

項　　　　目



築館町 若柳町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

５　手数料

上水道 上水道 上水道 簡易水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道 簡易水道 上水道 簡易水道

指定給水装置工事事業者指定手数料 １業者 20,000 20,000 20,000 20,000 13,000 11,700 13,000 20,000 10,000 3,000 10,000

設計審査手数料 １件 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500

工事検査手数料 １回 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 1,460 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000

材料検査手数料 １回 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000

消防演習立会手数料 １回
1,000

(２時間まで) 2,000 1,000

200
(１時間毎に)

給水装置基準確認手数料 １件 20,000 1,000

臨時給水立会手数料 １回 1,000

各種証明手数料 １通 300

承認手数料 主任技術者１人 3,500

配管技師１人 1,950

開閉栓手数料 １件 1,000 300

参　　　　　　　考　　　　　　　事　　　　　　　項

専門部会名（  上下水道  部会）　　分科会（  上水道  分科会）　№-6

栗駒町項　　　　         目



築 館 町 若 柳 町 栗 駒 町 志 波 姫 町 瀬 峰 町 合 計

342,367 419,212 228,822 144,052 149,353 1,283,806

324,858 398,616 221,755 131,472 133,014 1,209,715

317,129 392,827 214,348 128,528 130,518 1,183,350

2,408 0 0 0 0 2,408

5,321 5,789 7,407 2,944 2,496 23,957

(ア）他会計負担金 1,166 0 0 1,049 0 2,215

(イ)その他 4,155 5,789 7,407 1,895 2,496 21,742

17,509 20,596 7,067 12,580 16,339 74,091

672 623 20 79 48 1,442

16,837 17,487 0 0 0 34,324

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,486 6,997 12,499 16,237 38,219

0 0 50 2 54 106

227,712 250,814 269,275 96,711 142,463 986,975

210,365 210,438 200,455 71,826 129,808 822,892

30,167 30,642 26,352 19,170 67,753 174,084

55,252 24,982 28,784 2,212 16,497 127,727

1,649 0 0 0 0 1,649

0 0 5,627 0 0 5,627

71,758 89,036 29,687 25,294 24,231 240,006

50,786 59,538 99,666 24,928 19,270 254,188

753 6,240 10,339 222 2,057 19,611

0 0 0 0 0 0

17,241 40,376 66,403 24,857 12,361 161,238

15,795 40,274 66,373 24,847 11,790 159,079

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,446 102 30 10 571 2,159

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

106 0 2,417 28 294 2,845

0 0 0 0 0 0

106 0 2,417 28 294 2,845

6,811 86 △49,615 57,363 12,364 27,009

121,466 168,484 △90,068 104,704 19,254 323,840

　

1,472,405 1,542,579 839,832 465,916 412,101 4,732,833

215.38 254.66 255.23 275.86 316.71 250.03

H9.5.1
（消費税率のみ）

H3.4.1
（実質改定）

H10.5.1 H13.4.1

年間有収水量（㎥）

47,369 7,184

47,341 6,890
８．　純損失

（１）職員給与費

（２）固定資産売却益

（２）その他

296,831

料金改定年月日

９．　前年度繰越利益剰余金

１０．当年度未処分利益剰余金

供給単価（円）

H14.4.1 H12.10.1

299,676114,761 168,398

（１）他会計繰入金

△38,036
３．経常利益

４．経常損失

５．特別利益

（３）その他

６．特別損失

△40,453114,655
７．　純利益

168,398

イ　企業債取扱諸費

ウ　受託工事費

エ　繰延勘定償却

オ　その他の営業外費用

キ　資産減耗費

ク　その他営業費用

（２）営業外費用

ア　支払利息

カ　減価償却費

オ　総係費

イ　配水及び給水費

ウ　受託工事費

ア　受取利息

イ　受託工事収益

ア　給水収益

項　　　　　　　目

１．総収益

（１）営業収益

イ　受託工事収益

（2）営業外収益

ウ　その他営業収益

ウ　国庫補助金

エ　都道府県補助金

エ　業務費

カ　雑収益

２．総費用

（１）営業費用

オ　他会計補助金

ア　原水及び浄水費

協議第２２号　　上水道事業について　　　「参考資料１」 協議第２２号　　上水道事業について　　　「参考資料２」

栗原地域合併協議会上水道分科会（簡易水道会計資料）栗原地域合併協議会上水道分科会（上水道会計資料）

平成１４年度公営企業決算状況調査より集計 平成１４年度決算状況調査より集計 (千円)
列
番
号

(1)   総   収   益   (B)  ＋  (C)  (A) (1) 55,975 104,577 259,303 61,260 253,811 35,901 770,827
ア．  営     業     収    益    (B) (2) 29,567 82,262 162,502 55,508 210,074 21,970 561,883

  (ア)   料       金      収      入 (3) 29,474 80,907 158,214 55,469 209,822 21,970 555,856
1． (イ)   受   託   工   事   収   益 (5) 0 0 0 0 0 0
収 (ウ)   そ          の           他 (6) 93 1,355 4,288 39 252 0 6,027

イ．  営    業   外   収   益   (C) (7) 26,408 22,315 96,801 5,752 43,737 13,931 208,944
益 (ア)   国    庫    補     助    金 (8) 0 0 0 0 0 0

(イ)   都  道  府  県  補   助  金 (9) 0 0 0 0 0 0
的 (ウ)   他   会   計   繰   入   金 (10) 26,350 22,307 51,705 5,748 22,345 13,912 142,367

(エ)   そ          の           他 (11) 58 8 45,096 4 21,392 19 66,577
収 (2)   総   費   用   (E)  ＋  (F)  (D) (12) 40,124 87,125 186,371 41,662 168,962 14,935 539,179

ア．  営     業     費    用    (E) (13) 20,354 75,275 94,046 30,166 94,912 14,907 329,660
支 (ア)   職    員    給     与    費 (14) 0 7,747 22,301 4,617 40,132 4,800 79,597

(イ)   受    託    工     事    費 (15) 0 0 0 0 0 0
(ウ)   そ          の           他 (16) 20,354 67,528 71,745 25,549 54,780 10,107 250,063

イ．  営    業   外   費   用   (F) (17) 19,770 11,850 92,325 11,496 74,050 28 209,519
(ア)   支      払       利      息 (18) 19,770 10,614 91,498 11,496 74,050 28 207,456

i   地    方    債    利    息 (19) 19,770 10,614 91,434 11,496 74,050 28 207,392
ii  一  時  借  入  金  利  息 (20) 0 64 0 0 0 64

(イ)   そ          の           他 (21) 0 1,236 827 0 0 0 2,063
(3)   収  支  差  引 (A)  －  (D)  (G) (22) 15,851 17,452 72,932 19,598 84,849 20,966 231,648
(1)   資    本    的   収    入    (H) (23) 11,650 66,576 415,240 13,185 494,894 7,475 1,009,020

ア．  地           方            債 (24) 0 23,100 358,600 0 407,100 0 788,800
イ．  他   会   計    出    資   金 (25) 0 4,693 0 4,129 0 0 8,822
ウ．  他   会   計    補    助   金 (26) 11,650 13,881 0 25,253 2,088 52,872
エ．  他   会   計    借    入   金 (27) 0 0 0 0 0 0
オ．  固  定  資  産 売  却  代  金 (28) 0 0 0 0 0 0
カ．  国     庫     補    助     金 (29) 0 31,938 0 28,536 0 60,474
キ．  都  道  府   県   補   助  金 (30) 0 0 0 0 0 0
ク．  工     事     負    担     金 (31) 0 0 9,056 18,922 299 28,277
ケ．  そ           の            他 (32) 0 38,783 10,821 0 15,083 5,088 69,775

2． (2)   資    本    的    支    出   (I) (33) 28,466 72,908 457,222 27,526 571,471 21,449 1,179,042
ア．  建     設     改    良     費 (34) 882 53,008 410,285 19,269 507,859 20,883 1,012,186

資 職    員    給     与    費 (35) 0 0 0 0 0 0
建      設       利      息 (36) 0 0 0 0 0 0
補    助   対    象    事   業   費 (37) 0 79,847 0 71,342 0 151,189

本 上記に対する財源としての地方債 (38) 0 47,750 0 42,600 0 90,350
単      独       事      業      費 (39) 882 53,008 330,438 19,269 436,517 20,883 860,997
上記に対する財源としての地方債 (40) 0 23,100 310,350 0 364,500 0 697,950

的 内 政   府   資   金 (41) 0 15,300 294,300 0 380,600 0 690,200
地方債 公   庫   資   金 (42) 0 7,800 63,800 0 26,500 0 98,100

訳 そ      の     他 (43) 0 0 0 0 0 0
収 国      庫     補     助      金 (44) 0 31,938 0 28,536 0 60,474

都   道   府   県   補   助   金 (45) 0 0 0 0 0 0
工      事     負     担      金 (46) 0 0 9,056 18,922 0 27,978

支 他    会    計    繰    入    金 (47) 882 0 0 25,253 0 26,135
そ             の             他 (48) 0 29,908 20,247 10,213 28,048 20,883 109,299

イ．地  方   債   償   還   金  (J) (49) 27,584 19,900 46,937 8,257 63,612 566 166,856
政府資金に係る繰上償還分 (50) 0 0 0 0 0 0
公庫資金に係る繰上償還分 (51) 0 0 0 0 0 0
その他資金に係る繰上償還分 (52) 0 0 0 0 0 0

ウ．他 会 計 長 期 借 入金 返 還 金 (53) 0 0 0 0 0 0
エ．他  会  計  へ  の  繰   出  金 (54) 0 0 0 0 0 0
オ．そ             の            他 (55) 0 0 0 0 0 0

(3)  収  支  差  引 (H)  －  (I)   (K) (56) △16,816 △6,332 △41,982 △14,341 △76,577 △13,974 △170,022
3. 収  支  再  差  引  (G)  ＋  (K) (L) (57) △965 11,120 30,950 5,257 8,272 6,992 61,626
4. 積             立             金 (M) (58) 0 4,061 48,774 3,246 197 19 56,297
5 前  年  度  か  ら の  繰  越  金(N) (59) 1,497 2,961 22,136 6,793 8,625 2,905 44,917

う       ち      地      方       債 (60) 0 0 0 0 0 0 0
6．  前  年  度   繰   上   充  用  金  (O) (1) 0 0 0 0 0 0 0
7． 形式収支 (L)-(M)+(N)-(O)+(X)+(Y)   (P) (2) 532 10,020 4,312 8,804 16,700 9,878 50,246
8．  未    収    入     特    定    財   源 (3) 0 4,215 0 0 0 0 4,215

国    庫    （ 県 ）    支    出    金 (4) 0 0 0 0 0 0 0
地                方                債 (5) 0 0 0 0 0 0 0
そ                の                他 (6) 0 4,215 0 0 0 0 4,215

9. 翌 年 度　に 繰 越 す べ  き 財 源 (Q) (7) 0 6,364 0 0 6,150 0 12,514
10. 実 質 収 支 黒                     字 (8) 532 3,656 4,312 8,804 10,550 9,878 37,732

(P)  -  (Q) 赤                  字(Δ) (9) 0 0 0 0 0 0 0

29,474,000 80,907,000 158,214,000 55,469,000 209,822,000 21,970,000 555,856,000
114,040 247,981 561,720 258,435 731,565 145,177 2,058,918
258.45 326.26 281.66 214.63 286.81 151.33 269.97

H10.5.1 H13.4.1 H9.4.1 H9.4.1 H9.4.1 H6.4.1

年間有収水量（ｍ3）
供給単価（円）

料金改定年月日

内

訳

料金収入（円）

 うち

３４の
内訳

３４の内
訳

うち

栗駒町 高清水町 一迫町 鶯沢町 金成町 花山村 合計項     　　　　　     　目



協議第２３号 
 

下水道事業について 
 
 下水道事業について、次のとおり提案する。 
 

平成１５年１０月３０日 
 
                       栗原地域合併協議会 
                       会長 菅 原 郁 夫 
 

下水道事業について 
 １ 下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新

市において速やかに下水道事業計画を策定する。 
 ２ 公共下水道事業 
  (1) 維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、

新市において随時調整する。 
  (2) 町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
  (3) 受益者負担金（分担金）の額については、金成町の例により新市にお

いて速やかに調整する。 
  (4) 使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整す

る。 
 ３ 合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐもの

とするが、補助金、分担金及び使用料については新市において調整する。 
 ４ 排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下

水道設置補助」については、鶯沢町の例により合併時までに調整する。 
「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例に

より、「生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助」については、築館町の例

により合併時までに調整する。   
 ５ 農業集落排水事業 
  (1) 施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐも

のとし、新市において随時調整する。 
  (2) 受益者負担金（分担金）及び使用料の額については、公共下水道事業

の例によるものとする。 

平成  年  月  日確認 



関　　係　　項　　目

　１　下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において速やかに下水道事業計画を 　４　排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下水道設置補助」については、鶯沢町の

　　策定する。 　　例により合併時までに調整する。

　２　公共下水道事業 　　　「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例により、「生活扶助世帯に対する水洗便所

　　(1)　維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。 　　設置補助」については、築館町の例により合併時までに調整する。

　　(2)　町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 　５　農業集落排水事業

　　(3)　受益者負担金（分担金）の額については、金成町の例により新市において速やかに調整する。 　　(1)　施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。

　　(4)　使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整する。 　　(2)　受益者負担金（分担金）及び使用料の額については、公共下水道事業の例によるものとする。

　３　合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、補助金、分担金及び使用料に

　　ついては新市において調整する。

築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

１．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況. １．計画の策定状況. １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況 １．計画の策定状況

　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業 　１）公共下水道事業

　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ６ 　　①着手年度・・・Ｈ７ 　　①着手年度・・・Ｈ６年度 　　①着手年度・・・H７年度 　　①着手年度・・・H３年度 　　①着手年度・・・Ｈ６年度 　　①着手年度・・・Ｈ５年度 　　①着手年度・・・Ｈ６年度

　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２ 　　②最終年度・・・Ｈ２５ 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２５年度 　　②最終年度・・・H１８年度 　　②最終年度・・・Ｈ２５年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度 　　②最終年度・・・Ｈ２２年度

　　③全体計画面積・・・６３７ｈａ 　　③全体計画面積・・・７６９．０ha 　　③全体計画面積・・・３５７ｈａ 　　③全体計画面積・・・１０５ｈa 　　③全体計画面積・・・３６７．０ｈａ 　　③全体計画面積・・・１２４．３ｈａ 　　③全体計画面積・・・１５８．４ha 　　③全体計画面積・・・２６３．６ｈａ 　　③全体計画面積・・・３９１ｈａ 　　③全体計画面積・・・６０ｈａ

　　④全体計画人口・・・１３，４００人 　　④全体計画人口・・・９，６００人 　　④全体計画人口・・・３，１００人 　　④全体計画人口・・・６，８００人 　　④全体計画人口・・・４，７００人 　　④全体計画人口・・・３，０００人 　　④全体計画人口・・・６，０００人 　　④全体計画人口・・・８，９００人 　　④全体計画人口・・・１，２００人

　２）合併処理浄化槽

　２）合併処理浄化槽 　　①整備計画人口・・・１，５６６人 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽 　２）合併処理浄化槽

　　　整備計画人口・・・１，５００人 　　　整備計画人口・・・６，４００人 　　　該当なし 　　①全体計画人口・・・３，３４４人 　　①計画人口・・・１，２００人 　　①整備計画人口・・・３３０人 　　①整備計画人口・・・１，４００人 全体計画人口・・・４４０人 　　   整備計画人口・・・５３０人

　３）農業集落排水事業

　３）農業集落排水事業 　　①事業年度・・・Ｓ６２年度 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業 　３）農業集落排水事業   ３）農業集落排水事業

　　①着手年度・・・未定 　　②最終年度・・・Ｈ１０年度 　　　該当なし 　　　該当なし 　　①着手年度・・・Ｈ９ 　　　該当なし 　　　該当なし 　　①着手年度・・・Ｓ５８年度 　　①着手年度・・・Ｈ９年度 　　　計画なし

　　②最終年度・・・未定 　　③全体処理区域・・・１地区 　　②最終年度・・・Ｈ２２ 　　②最終年度・・・Ｈ１６年度 　　②最終年度・・・Ｈ１４年度

　　③全体処理区・・・３処理区 　　④全体計画面積・・・３９．０ha 　　③全体処理区・・・４処理区 　　③全体処理区・・・２処理区 　　③全体処理区・・・１処理区

　　④全体面積・・・３９．５ｈａ 　　⑤全体計画人口・・・９２０人 　　④全体面積・・・２０６．０ｈａ 　　④全体面積・・・９７ｈａ 　　④全体面積・・・２０７ｈａ

　　⑤全体計画人口・・・８９０人 　　⑤全体計画人口・・・１，５１０人 　　⑤全体計画人口・・・２，７００人 　　⑤全体計画人口・・・１，６９０人

・維持管理 １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ １．管きょ

　　Ｌ＝３０．０ｋｍ     L＝２１ｋｍ 　　Ｌ＝１９．３ｋｍ 　　Ｌ＝１２．５ｋm 　　Ｌ＝６ｋｍ 　　Ｌ＝２１．８ｋｍ 　　Ｌ＝４３ｋｍ（Ｈ１４年度末） 　　Ｌ＝２３．２ｋｍ 　　Ｌ＝１８ｋｍ 　　L=２２ｋｍ

　　マンホールポンプ　１６箇所 　　マンホールポンプ　４箇所 　　マンホールポンプ　　－箇所 　　マンホールポンプ　１０箇所 　　マンホールポンプ　　－箇所 　　マンホールポンプ　９箇所 　　マンホールポンプ　１８箇所 　　マンホールポンプ　７箇所 　　マンホールポンプ　５箇所 　　マンホ－ルポンプ　１８箇所

２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場

　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 　　１箇所

３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場

　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名 施設名・・・石越浄化センター 　　施設名 　　施設名・・・鶯沢町浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センター 　　施設名・・・石越浄化センタ－ 　　施設名・・・花山浄化センタ－

　　管理体制・・・宮城県 　  管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・宮城県 　　　・・・瀬峰高清水浄化センター 管理体制・・・宮城県 　　　・・・瀬峰・高清水浄化センター 　　管理体制・・・鶯沢町 　　管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・宮城県 　　管理体制・・・花山村

　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理体制・・・瀬峰町委託 管理業者名 　　管理体制・・・瀬峰町 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名 　　管理業者名

　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　　　　　　　　（瀬峰町と共同） 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　管理業者名 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・(財)宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　　・・・（財）宮城県下水道公社

　　年間管理費・・・７４，８９６，０００円 　　年間維持管理費 　　年間維持管理費 　　管理業者名 年間管理費 　　　・・・（財）宮城県下水道公社 　　年間管理費・・・３１，６０６，０００円 　　年間管理費・・・１９，４２３，０００円 　　年間管理費・・・１２,２３１,０００円 　　年間管理費・・・１０,３００,５００円

　　　・・・５６,７７６,０００円 　　　　　　　　・・・６，９４６，０００円 　　　・・・（財）宮城県下水道協会 　　　・・・１，０５７，０００円 　　年間管理費・・・１０，０１３，０００円 　　　（平成1５年度予算　マンホール           （H１５年度 花山中継ポンプ

　　　　　　　　　　　　　　（Ｈ１５計画） 　　年間管理費・・・７,２１８,０００円 　　　　　　　　　　　（Ｈ１４実績） 　　　　ポンプ１８箇所含む） 　　　　　場、マンホールポンプ１８箇

　　　　　　　　　　　（Ｈ１４実績） 　　　　　所含む）

調整の方針・内容

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項

協　議　項　目

１　下水道事業計画

栗原地域合併協議会の調整方針
専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-1

協　　定　　項　　目  下水道事業

２　公共下水道事業



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
・町村負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金 １．建設負担金

    　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会     　迫川流域下水道建設負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　該当なし     　迫川流域下水道建設負担金     　迫川流域下水道建設負担金 　　　過疎代行負担金

２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 　　　負担金 ２．維持管理負担金 　　　負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金 ２．維持管理負担金

　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 ２．維持管理負担金 　　　迫川流域下水道の維持管理 ２．維持管理負担金 　　　該当なし 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　迫川流域下水道の維持管理 　　　該当なし

　　　負担金 　　　負担金 　　　負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　負担金 　　　瀬峰町高清水町下水道協議会 　　　負担金 　　　負担金

　　　負担金 　　　負担金

・受益者負担金（分 １．負担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額 １．分担金の額

　担金） 　　基本額・・・１００，０００円 　　個人　基本額・・・１５０，０００円 　　個人　基本額・・・１５０，０００円 　　一戸あたり２００，０００円。ただし、 　  １戸あたり１５０，０００円。但し、受 　　　公共マス１個あたり２１０，０００円 　　個人　基本額・・・１３０，０００円 　　１戸あたり２００，０００円 　　１５０，０００円/公共マス１個 　  １戸あたり２３０，０００円、法人は５０

　　地積割額・・・３００円/m2 　　　　　　地積割額・・・１５０円／m2 　　        地積割額・・・２００円／㎡ 　　土地の形状又は建物の態様のよ 　　益者の便宜上公共マスを複数個 　 　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡ 　　ただし、施設の使用について、受 　　０，０００円。但し、受益者の便宜上

　　限度額・・・２５０，０００円 　　　　　　限度額・・・３００，０００円 　　　　    限度額・・・３５０，０００円 　　って、公共マスを２個以上設置す 　　設置した場合は、２個目以降私費 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　限度額・・・２６０，０００円 ２．納付時期及び徴収方法 　　益者便宜上公共マスを複数設置 　　公共マスを複数個設置した場合は

    法人　基本額・・・１５０，０００円 　　る受益者の分担金は、一戸当た 　　負担とする。 　　・一括納付・・第１期の納入期日ま 　　法人　基本額・・・３００，０００円 　　・一括納付・・全額一括納付報奨 　　した場合公共マス１箇所あたり 　　２個目以降私費負担とする。

２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　地積割額・・・１５０円／m2 ２．納付時期及び徴収方法 　　り200、000円の額に公共マス１個 　　　　　　　　　　でに全額一括納付報 　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡ 　　　　　　　　　　金として１０％を交付 　　１５０，０００円とする。

　　・一括納付・・・全額一括納付交付 　　　　　　限度額・・・なし 　　・一括納付・・全額を一括納付した 　　につき100,000円を加算した額 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　　　　　奨金２．５％を交付 　　　　　　限度額・・・１，５００，０００円
　・分割納付・・３年に分割して６回

で
２．納付時期及び徴収方法

　　　　　　　　　　　金として５％を交付 　　　　　　　　　　場合１０％を交付 　　・一括納付・・全額一括納付交付
　・分割納付・・５年に分割し１０,５０

０
　　　　　　　　　　納付 ２．納付時期及び徴収方法     ・一括納付・・初年度に全額一括

　　・分割納付・・・５年に分割し２０回 ２．納付時期及び徴収方法 　　・分割納付・・４年間に分割し１６回 ２．納付時期及び徴収方法 　　　　　　　　　　金として５％を交付 　　　　　　　　　　円を２０回で納付 ２．納付時期及び徴収方法 　　・一括納付・・全額一括納付 　　　　　　　　　　納付した場合報奨金

　　　　　　　　　　　で納付 　　・一括納付・・・全額一括報奨金と 　　　　　　　　　　で納付 　　・一括納付（前納交付金として） 　　・分割納付・・５年に分割し、２０回 　　・一括納付・・・賦課初年度第１期 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　（１５０，０００円） 　　　　　　　　　　として５％交付

　　　　　　　　　　　して１０％を交付 　　　　１年目　15％（納期前納付額） 　　　　　　　　　　で納付 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　までの全額納付者 　　　　　　　　　　年度一括納 　　・分割納付・・５年に分割し２０回で

３．徴収猶予・減免制度・・・有り 　　・分割納付・・・３年に分割し６回で ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　２年目　10％（納期前納付額） 　　　　　　　　　　　に５％の報奨金制 　　　　　　　　　　　（５０，０００円) 　　　　　　　　　　納付

　　　　　　　　　　　納付 　　　　３年目　 ５％（納期前納付額） ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　度 　　・分割納付・・３年に分割し１２回

　　　　を交付する。 　　・分割納付・・・年４期５年の２０回 　　　　　　　　　　で納付 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　・分割納付 　　　　　　　　　　　納付

　　　　５年（２０回）に分割 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

　 　　　　　１期１０，０００円 ３．徴収猶予・減免制度・・・あり

３．徴収猶予・減免制度・・・あり

・使用料 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 １．使用料金 1．使用料金 １．使用料金 １．使用料金

　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料: 　　基本使用料:

　　　　１０m3まで　１，９００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，９００円 　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで  １，５１０円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，５００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　　１０m3まで　１，８００円 　　　１０ｍ3まで　１，１００円

　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過使用料：

　　　　１１～２０m3まで 　　　　１０m3～２０m3 　　　　１１～２０m3まで 　　１０～２０m3まで 　　　　１１m3～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１～２０m3まで 　　　　１１m3～

　　　　　１m3につき　２００円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　２００円 　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１６５円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１５５円 　　　　　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　１８５円 　　　　　１m3につき　１３０円

　　　　２１～５０m3まで 　　　　２０m3～５０ｍ3 　　　　２１～５０m3まで 　　２０～５０m3まで 　　　　２１m3～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで 　　　　２１～５０m3まで

　　　　　１m3につき　 ２１０円 　　　　　１m3につき　２１０円 　　　　　１m3につき　 ２１０円 　　　１ｍ3につき　２００円 　　　　　１m3につき　１７５円 　　　　　１m3につき　 ２００円 　　　　　１m3につき　 １６５円 　　　　　１m3につき　 ２００円 　　　　　１m3につき　 １９０円 　　水道水以外使用：

　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５０m3以上 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　５０～２００m3まで 　　　　５１m3～２００m3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　　５１～２００ｍ3まで 　　　水道メーターを村が設置し、使
用

　　　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　２３０円 　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１ｍ3につき　１８５円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　１８０円 　　　　　１m3につき　２１０円 　　　　　１m3につき　２００円 　　　水量とする。

　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　２００m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～ 　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　２４５円 　　　　　１m3につき　２５０円 　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　１９５円 　　　　　１m3につき　２３０円 　　　　　１m3につき　１９５円 　　　　　１m3につき　２２０円 　　　　　１m3につき　２１０円

１．浄化槽設置事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置整備事業 １．浄化槽設置事業 １．浄化槽設置事業

　　設置補助金 　　設置補助金 　　該当なし 該当なし 該当なし 　下水道区域内（認可区域外） 　　該当なし 　１）補助内容（補助限度額） 　１）補助内容（補助限度額） 　１）補助内容（補助限度額）

　　　５人槽・・・２２５，０００円 　　　 ５人槽・・・３５４,０００円 　　　５人槽・・・３５４，０００円 　　　　５人槽・・・３５４，０００円 　　　５人槽・・・７８７，５００円 　　５人槽・・・３７５，０００円

　　　６～７人槽・・・２６４，０００円 　　   ６～７人槽・・・４１１,０００円 　　　６～７人槽・・・４１１，０００円 　　　　６～７人槽・・・４１１，０００円 　　　６～７人槽・・・９９７，５００円 　　６～７人槽・・・４３８，０００円

　　　８～１０人槽・・３３３，０００円 　　　 ８～１０人槽・・・５１９,０００円 　　　８～10人槽・・・５１９，０００円   　　　８～１０人槽・・・５１９，０００円 　　　８～１０人槽・・・１，３５４，５００円 　　８～１０人槽・・・５５５，０００円

　下水道区域外 　２）分担金の額 　　１１～２０人槽・・・１，０４４，０００円

　　　５人槽・・・６２８，０００円 　　　１戸あたり１５０，０００円 　　２１～３０人槽・・・１，７５２，０００円

　　　６～７人槽・・・７６６，０００円 　　３１～５０人槽・・・２，３４０，０００円

　　　８～10人槽・・・１，０３６，０００円 　　５１人槽～・・・２，６７０，０００円

　維持管理補助金（限度額）

　　　５人槽・・・１６，０００円

　 　 ６人槽・・・２０，０００円

　　　７人槽・・・２４，０００円

　　　８人槽・・・２８，０００円

　　　９人槽・・・３２，０００円

　　　１０人槽・・・３２，０００円

２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ３．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業 ２．浄化槽市町村整備推進事業

　　該当なし 　　該当なし 　１）分担金 　　　該当なし 　１）分担金 　　　該当なし 　　該当なし 　　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

　　５人槽・・・１３０，０００円 ①分担金の額

　　６～７人槽・・・１５０，０００円 　  １戸あたり１５０，０００円

　　８～１０人槽・・・１９０，０００円 ②納付時期及び徴収方法

　　１１～１５人槽・・・２９０，０００円 　・一括納付・・全額一括納付交付

　　１６～２０人槽・・・４５０，０００円 　　　　　　　　　金として５％を交付

　　２１～２５人槽・・・５６０，０００円 　・分割納付・・５年に分割し、２０

　　２６～３０人槽・・・６５０，０００円 　　　　　　　　　回で納付

　　３１～４０人槽・・・７５０，０００円 ③徴収猶予・減免制度・・・あり

　　４１～５０人槽・・・８７０，０００円

３　合併処理浄化槽整備

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項
協　議　項　目

専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-2

　　事業

栗原地域合併協議会
〔資料訂正〕　５人槽誤：354,000円⇒正：375,000円　６～７人槽誤：411,000円⇒正：438,000円　８～１０人槽誤：519,000円⇒正：555,000円H16.3.25訂正。



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村
　２）使用料 　２）使用料

     ５人槽・・・３，５００円／月 　　基本使用料:

     ６～ ７人槽・・・４，３００円／月 　　　　１０m3まで  １，５１０円

     ８～１０人槽・・・５，３００円／月 　　超過使用料：

   　１１～１５人槽・・・７，２００円／月 　　　　１１m3～２０m3まで

     １６～２０人槽・・・１０，４００円／月 　　　　　１m3につき　１６５円

   　２１～２５人槽・・・１１，５００円／月 　　　　２１m3～５０m3まで

   　２６～３０人槽・・・１２，７００円／月 　　　　　１m3につき　１７５円

     ３１～５０人槽・・・町長が規則で定 　　　　５１m3～２００m3まで

　　　　　　　　　　　　　める。 　　　　　１ｍ3につき　１８５円

　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　１９５円

３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業 ３．個別排水処理施設整備事業

　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし 該当なし 該当なし 　　　該当なし 　１）分担金の額 　　　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

　　　個人　基本額・・・１３０，０００円

　　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡

　　　　　　　限度額・・・２６０，０００円

　　　法人　基本額・・・３００，０００円

　　　　　　　地積割額・・・３００円/㎡

　　　　　　　限度額

　　　　　　　　　・・・１，５００，０００円

　２）使用料金

　　　基本使用料：

　　　　　１０ｍ3まで　１，５００円

　　　超過使用料：

　　　　　１０～２０m3まで

　　　　　　　１m3につき１５５円

　　　　　２０～５０m3まで

　　　　　　　１m3につき１６５円

　　　　　５０～２００m3まで

　　　　　　　１ｍ3につき１８０円

　　　　　２００m3～

　　　　　　　１m3につき　１９５円

　３）補助金

　 (電気料補助)

　　　５人槽・・・９，０００円/件

　　　６人槽・・・１０，４４０円/件

　　　７人槽・・・1２，０００円/件

　　　８人槽・・・１２，０００円/件

　　　１０人槽・・・１２，０００円/件

１．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計 １．対象事業会計

　　下水道特別会計 　　公共下水道特別会計 　　下水道事業特別会計 　　下水道特別会計 　　下水道事業特別会計 　　公共下水道事業特別会計 　　鶯沢町下水道事業特別会計 　　公共下水道特別会計 　　公共下水道特別会計 　　公共下水道特別会計

　　個別合併処理浄化槽特別 　　農業集落排水事業特別会計 　　農業集落排水事業特別会計

２．排水設備助成金 ２．排水設備助成金 　　会計 ２．排水設備助成金 ２．排水設備助成金 ２．私道内排水設備設置補助 ２．私道内排水設備設置補助 ２．排水設備助成金

　　該当なし 　　該当なし 　　　排水設備工事費の１０％以内で 該当無し 　　公共マスから最上流端マスまでの 　　公共マスから宅地境までの距離が ２．排水設備助成金 ２．私道内排水設備工事補助 　　該当なし

２．排水設備助成金 　　　町長が定める助成率を乗じて得 　　距離が５０ｍを超えた場合、超えた 　　２０ｍを越えた場合、越えた延長に 　　該当なし 　　公共ますから最上流端ますまで

３.水洗便所等改造資金あっせん及 ３.水洗便所等改造資金あっせん及 　　該当なし 　　　た額（経過年にあわせた限度額 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　延長に１０，０００円／ｍを上限とし 　　１０，０００円／ｍを上限に補助金
を

　　の距離が２０ｍを超えた場合、超 ３．水洗便所等改造資金あっせん及

　び利子補給 　び利子補給 　　　がある） 　び利子補給 　　て補助金を交付 　　交付 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　えた延長に１０，０００円／ｍを上 　び利子補給

　　融資限度額・・・７００，０００円 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 ３.水洗便所等改造資金あっせん及 　　融資限度額・・・６００，０００円 ３．私道内公共下水道設置補助 　び利子補給 　　限として補助金を交付 　　融資限度額・・・８００，０００円

　　償還期間・・・４年 　　償還期間・・・３年 　び利子補給 ３．排水設備設置工事資金の融資の 　　償還期間・・・４年 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　一定の要件を備えている私道に
公

　　融資限度額・・・１，０００，０００円  　　償還期間・・・５年

　　融資あっせんにかかる改造資金 　　融資あっせんにかかる改造資 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　あっせん及び利子の補給 　　利子補給・・・全額 　び利子補給 　　共下水道を設置 　　償還期間・・・３年 ３．水洗便所等改造資金あっせん及 　　利子補給・・・有

　　の利子は町が補助 　　金の利子は町が補助 　　償還期間・・・４年 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 　　　融資あっせんにかかる改造資 　び利子補給

　　償還利子分は、全額町が補てん 　　償還期間・・・５年 　　償還期間・・・５年 ４．水洗便所等改造資金あっせん及 　　　金の利子は町が補助 　　融資限度額・・・１，０００，０００円 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所

４．生活扶助世帯に対する水洗便所 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　当該年度に支払った利子の合計 　　利子分を全額町が補助 　　び利子補給 　　　　（年利率３．０％まで） 　　償還期間・・・５年 　設置補助

　設置補助 　設置補助 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　に町長が定める補給率を乗じて 　　融資限度額・・・６００，０００円 　　利子の２分の１ 　　生活扶助世帯で行う水洗化工事

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　該当なし 　設置補助 　　得た額を交付 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　償還期間・・・５年 ４．生活扶助世帯に対する水洗便所 　　利子補給は直接金融機関に行う 　　の代行及び補助

　　の代行及び補助 　　該当なし 　設置補助 　　利子は町が全額補助 　設置補助

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　該当なし ４．生活扶助世帯に対する水洗便所

　　の代行及び補助 ５．生活扶助世帯に対する水洗便所 　設置補助

　設置補助 　　生活扶助世帯で行う水洗化工事

　　生活扶助世帯で行う水洗化工事 　　の代行及び補助

　　の代行及び補助

４　排水設備助成

協　議　項　目

専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-3
参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項



築館町 若柳町 栗駒町 高清水町 一迫町 瀬峰町 鶯沢町 金成町 志波姫町 花山村

・施設の維持管理 該当なし １．管きょ 該当なし 該当なし １．管きょ 該当なし 該当なし １．管きょ １．管きょ 該当なし

    L＝６．１ｋｍ 　管きょ　　Ｌ＝８．４ｋｍ     Ｌ＝３．７ｋｍ 　管きょ　　Ｌ＝３０ｋｍ

　　マンホールポンプ　４箇所 　マンホールポンプ　　２箇所 　マンホールポンプ　　－箇所 　マンホールポンプ　　４０箇所

２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場 ２．ポンプ場

　該当なし 　該当なし 　　該当なし 　　該当なし

３．処理場 ３．処理場 ３．処理場 ３．処理場

　　施設名・・大袋地区農業集落 施設名・・大川口地区処理施設      施設名・・沢辺地区農業集落排      施設名・・南郷地区農業集落排

　　　　　　　　排水処理施設      管理体制・・一迫町 　　　　　　　　　水処理施設 　　　　　　　　　水処理施設

　  管理体制・・若柳町
    管理業者名・・ドリコ（株）東北支
店

     管理体制・・金成町    　管理体制・・志波姫町

　　管理業者名・・若柳清掃（有）、      年間管理費      管理業者名      管理業者名

　　　　　　　　　　  (協)栗原環境保全 　　　　・・１，６８０，０００円 　　　　・・（協）アクアテック栗原 　　　　・・（協）アクアテック栗原

　　年間維持管理費
　　　 （マンホールポンプ２ヶ所含

む）
     年間管理費       年間管理費

　　　　・・１，０５２，１００円 　　　　・・１，９７４，０００円 　　　　・・１，３１，５００円

・受益者負担金（分担 該当なし １.分担金の額 該当なし 該当なし １．分担金の額 該当なし 該当なし １．分担金の額 １．分担金の額 該当なし

　金） 　　一戸当たり１００，０００円 　  １戸あたり１５０，０００円 　　１戸あたりＨ１５　１４０，０００円 　　１５０，０００円/公共マス１個

　　 　　同　　Ｈ１６　１８０，０００円 　　ただし、施設の使用について、受

3.納期及び徴収方法 ２．納付時期及び徴収方法 　　 　　同　　Ｈ１７　２００，０００円 　　益者便宜上公共ますを複数設置

　　一括納入 　　一括納付・・全額一括納付交付 　　した場合公共マス１箇所あたり１５

　　　　　　　　　　金として５％を交付 ２．納付時期及び徴収方法 　　０，０００円とする。

３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　分割納付・・５年に分割し、２０回     　一括納付…本管接続時

　　　　　　　　　　で納付     　分括納付…なし ２．納付時期及び徴収方法

　　一括納付・・・全額一括納付

３．徴収猶予・減免制度・・・あり ３．徴収猶予・減免制度・・・あり 　　　　　　　　　　　(１５０，０００円)

　　　　　　　　　　年度一括納

　　　　　　　　　　　(５０，０００円)

・使用料 該当なし 1.使用料金 該当なし 該当なし １．使用料金 該当なし 該当なし 1、使用料金 1、使用料金 該当なし

　　１世帯当たり・・一律２，６００円 　　基本使用料: 　　基本使用料： 　　基本使用料：

　　世帯員一人当たり・・２００円 　　　　１０m3まで  １，５１０円 　　    １０m3まで　１，３５０円 　　　１０m3　まで　１，８００円

　　超過使用料： 　　超過使用料： 　　超過料金：

　　　　１１m3～２０m3まで 　　　　１１～５０m3 　　　　１１～２０m3

　　　　　１m3につき　１６５円 　　　　　１m3につき　１７０円 　　　　　１m3につき　１８５円

　　　　２１m3～５０m3まで 　　　　５１～２００m3まで 　　　　２１～５０m3まで

　　　　　１m3につき　１７５円 　　　　　１m3につき　１８０円 　　　　　１m3につき　１９０円

　　　　５１m3～２００m3まで 　　　　２０１m3～ 　　　　５１～２００m3まで

　　　　　１ｍ3につき　１８５円 　  　　 　１m3につき　１９０円 　　　　　１m3につき　２００円

　　　　２０１m3～ 　　（Ｈ１７．４月以降は現行の公共 　　　　２０１m3～

　　　　　１m3につき　１９５円 　　　下水道使用料金体系と同一と   　　　　１ｍ3につき　２１０円

　　　なる。）

協　議　項　目
５　農業集落排水事業

参　　　　　　　　　　考　　　　　　　　　　事　　　　　　　　　　項
専門部会名（上下水道部会）　　分科会（下水道分科会）　№-4




